
ロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議 

 

今般のロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国際社会の平和と安全を著しく損なう 

暴挙で、子供を含む多くの民間人にも犠牲者が出ており、断じて容認することができない。 

このような武力による一方的な現状変更への試みは、明白な国際法違反であり、国際秩

序の根幹を揺るがすもので断じて看過できない。 

よって、本市議会は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に厳重に抗議するとともに、

ウクライナの平和と安定を切に願うものである。 

また、政府においては、国際社会と緊密に連携し、厳格な制裁措置を行うよう強く要請

する。 

 

以上、決議する。 

 

令和４年３月２３日 

 

                            結 城 市 議 会 


